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令和元年５月小矢部市教育委員会定例会会議録 

 

 １ 開催日時及び時間   令和元年５月30日（木） 

開会 午前10時10分 

閉会 午後 0時06分 

 

 ２ 出席委員 １番 野澤 敏夫（教育長）  ２番 佐々木 稲男   ３番 石野 昌一 

        ４番 前田 智嗣   ５番 古村 正明 

 

 ３ 説明員  教育委員会事務局長   砂田 克宏 

    教育委員会事務局次長（教育総務課長）   中村 英雄 

     生涯学習文化課長    森 通 

   スポーツ課長      谷敷 政江  教育センター所長     渡辺 寿美 

   こども課長       今井 保晴  給食センター所長     高山 啓一 

生涯学習文化課課長補佐 能登 啓之  スポーツ課課長補佐    上田 政勝 

        職務のため会議に出席した職員   教育総務課 課長補佐 瀧田 将一郎 

教育総務課 指導主事 吉倉 哲夫 

主任   沼田 幸子 

 

 ４ 議事日程 

    日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 会議録の承認について 

日程第３  教育長の業務について 

日程第４ 議案第22号 令和元年６月小矢部市議会定例会に付議する予算に対する意見 

について 

報告事項 

      １ 夏季休業中の学校閉庁日の設定について   

２ 小矢部市のこれからの学校教育のあり方及び小中学校の適正規模・適正配置等に 

関する市民アンケート調査について 

３ 令和２年(第58回)市成人式の開催について   

４ (仮称)石動コミュニティプラザ整備事業について 

５  公益財団法人クロスランドおやべの経営状況報告について       

６ 公益財団法人小矢部市体育協会の経営状況報告について 

７ 指定管理者の代表者変更について 

８ 市内小中学生の視力経年変化（平成24年度～平成30年度）について
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５ 議事の内容 

教育長 

 

教育長 

 

 

 

教育総務課 

課長補佐 

 

教育長 

 

 

 

 

事務局次長、 

担当課長、 

所長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （開会宣言及び定足数を満たしていることにより会議の成立を宣言） 

  

日程第１ 会議録署名委員に ３番石野委員を指名。 

 

 日程第２  前回の会議録の承認について説明をお願いします。 

 

（会議録の承認について説明） 

 

 

 前回会議録については、今日まで修正意見が無かったとのことですので、承認い

ただいたものとして処理させていただいてよろしいでしょうか。 

 では、承認いただいたものと処理させていただきます。 

 日程第３ 教育長の業務について説明をお願いします。 

 

  （教育長の業務報告及び予定について説明） 

 

 

 

私から補足させていただきます。 

５月９日、通学路防犯対策関係課会議についてですが、昨年夏休みの終わりにＰ

ＴＡの協力を得て通学路の交通面だけではなく防犯面の観点から危険な場所がない

か調査を実施しました。約140か所が挙がってきましたが、これらに対してどのよう

な対策が可能なのか庁内の関係各課が集まって協議がスタートしたものです。すぐ

に対処できるものから時間を要するものまで内容は様々ですが、少しでも防犯とい

う点からの対策を早め、強化していきたいと思います。 

５月16日、教員確保対策会議が県庁で行われました。これは県教育委員会が県内

の教育長を集めて開催した会議です。最近の状況として、教員を志望する学生が減

少してきたこと、これに伴い教員採用試験の受験者も減少して倍率が３倍を切って

しまったことが報告されました。どのようにしたら学生が「教師」を魅力ある職業

として捉え、目指してくれるのか、そして採用試験の受験者が増えるのかについて

話し合われました。また、再任用教員についての課題も挙がり、まずはその確保策

として本人の意思決定をもう少し早めにしてもらい、意思確認時期を早める案が出

されました。出席者からは週31時間の再任用短時間勤務の教員について、短時間勤

務の場合は担任をもってもらうことができないため、学校現場では対応が難しいと

の意見が多く出されました。しかし現行制度では、本人が短時間勤務を希望したら

その希望を拒むことが難しいため、再任用制度そのものを見直す必要があるとの意

見も出され、今後の検討課題とされたところです。 

５月23日、第３回市小中学校統廃合審議会がありました。そこで審議されたアン

ケート等については、この後報告事項として報告を受けたいと思います。 

５月26日、第37回富山風雪賞の授賞式がありました。今回の受賞者４名のうち１

名は小矢部市の前薮波公民館長の殿山さんであり、非常に誇らしく感じたところで

す。 

４月29日、南上野町花山車車輪修繕完成式典へ出席しました。新しく頑丈な車軸

となり、町内のみなさんが非常に喜んでおられました。市民の皆さんと行政が一緒
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古村委員 

 

 

事務局長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育総務課長 

 

教育長 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

教育長 

 

佐々木委員 

になって伝統文化を支え続けていくことが大切だと感じました。 

５月５日、ガールスカウト第31回入団式等がありました。小矢部市のこの第31団

は団員が100名を超えており、団員数は富山県で１番です。また全国でも100人を超

える団は10団ほどしかないと聞いています。青少年を育成するこのような活動への

支援も大切であると感じました。 

補足は以上ですが、日程第３について何かご意見、ご質問等はありますか。 

 

５月８日の第１回西部教育事務所管内教育委員会教育長会議の内容を教えてくだ

さい。 

 

西部教育事務所管内の今年度の目標や主な取り組み、新規事業等について説明が

ありました。内容については、すでに校長会で各校長先生へお伝えしています。 

 

私から補足させていただきます。この場でも教員の確保について話がありました。

「実際に教員が足りず、４月の入学式で担任が発表できなかった学校があったこと

について県教育委員会としてどのように考えているのか」という質問に対しては、

「新規採用人数と再任用希望者数とのアンマッチが原因である」との回答がありま

した。これらを受けて先の「教員確保対策会議」が開かれたものと受け止めていま

す。 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。無いようですので、日程第３につ

いては承認いただいたものとして処理させていただきます。 

次に、日程第４の議案事項に移ります。「議案第22号 令和元年６月小矢部市議会

定例会に付議する予算に対する意見について」説明願います。 

 

（議案第22号「令和元年６月小矢部市議会定例会に付議する予算に対する意見に

ついて」を説明）  

 

ただいまの説明について、ご意見ご質問等ありませんか。無いようですので、議

案第22号については承認いただいたものとして処理させていただいてよろしいでし

ょうか。では、そのようにさせていただきます。 

続きまして、報告事項に移ります。「報告事項１ 夏季休業中の学校閉庁日の設定

について」説明願います。 

 

（報告事項１「夏季休業中の学校閉庁日の設定について」を説明 ） 

 

ただいまの説明について、何かご意見ご質問はありませんか。無いようですので、

次に「報告事項２ 小矢部市のこれからの学校教育のあり方及び小中学校の適正規

模・適正配置等に関する市民アンケート調査について」説明願います。 

 

（報告事項２「小矢部市のこれからの学校教育のあり方及び小中学校の適正規

模・適正配置等に関する市民アンケート調査について」を説明） 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問はありませんか。 

 

アンケートの集計は教育委員会でするのですか。 
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教育総務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

生涯学習文化

課長 

 

教育長 

 

 

生涯学習文化

課長 

 

教育長 

 

 

 

生涯学習文化

課長 

 

教育長 

 

古村委員 

 

 

生涯学習文化

課長 

 

 

 

 

 

 

古村委員 

 

 

生涯学習文化

課長 

 

 

 

教育総務課の職員を中心に対応する予定です。 

 

当日の審議会では長時間にわたり協議いただきました。アンケートはいくつかの

変更も経て、この形になっています。事務局としては、審議会での意思決定に従っ

て事務を進めていきたいと思っています。他にご意見ご質問はありませんか。無い

ようですので、次に「報告事項３ 令和２年(第58回)市成人式の開催について」説

明願います。 

 

（報告事項３「令和２年(第58回)市成人式の開催について」を説明） 

 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問はありませんか。無いようですので、次に

「報告事項４ (仮称)石動コミュニティプラザ整備事業について」説明願います。 

 

（報告事項４「(仮称)石動コミュニティプラザ整備事業について」を説明） 

 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問はありませんか。無いようですので、次に

「報告事項５ 公益財団法人クロスランドおやべの経営状況報告について」説明願

います。 

 

（報告事項５「公益財団法人クロスランドおやべの経営状況報告について」を説

明） 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問はありませんか。 

 

前年度予算の問題点、課題を示していただき、今年度どのように改善されたのか

を教えてください。 

 

６ページ総括表の資金計画にあります「入場料収入」は、クロスランドおやべと

アートハウスが自主的に主催または共催として実施したものの収入です。近年はこ

の部分をどのようにして増やすかが課題となっています。 

今年度の計画では、入場料はクロスランドおやべ自主事業の入場料合計2,730千円

と、その下にアートハウス自主事業の入場料530千円を合わせて3,260千円です。こ

れは、昨年度の計画よりも金額が下回っています。今後、この部分を充実させてい

かなくてはいけないと考えています。 

 

自主事業を充実させつつ収入を確保するということですが、そのための改善は何

かされたのでしょうか。 

 

今年度より冬のイベントである「おやべイルミ」がクロスランドおやべの自主事

業となりました。その影響を受けて夏の盆踊りイベントも縮小傾向にあります。今

後、市民参加型のイベントを充実させるために、今年度の実績を踏まえて自主事業

の内容の見直しをしていきたいと思っています。 
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教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前田委員 

 

生涯学習文化

課長 

 

 

 

前田委員 

 

 

生涯学習文化

課 

 

前田委員 

 

生涯学習文化

課 

 

 

前田委員 

 

生涯学習文化

課 

 

 

 

 

前田委員 

 

 

教育長 

 

 

 

私から補足いたします。６ページ、７ページの「（１）自主事業の内容明細」の表

中、資金計画の入場料が「0」となっているものが多くあります。コンサート等のよ

うにホールを使う自主事業は収益を見込むことができますが、今年度より自主事業

になった「おやべイルミ」は入場が無料です。また、共催事業はホールの使用料を

取らず、かつ、収益は持込み企画会社が全て持っていきますので、クロスランドお

やべの収入として入るのはお客さんが自動販売機で飲み物を買った代金くらいで

す。自主事業に充てる財源が少ないため、共催という形でしかホール事業を組むこ

とができない、つまり入場料を稼ぐ事業ができないという状況です。ここが今年度

の予算におけるクロスランドおやべの非常に悩ましい課題となっています。他にご

意見等ありませんか。 

 

クロスランドおやべの実際にかかっている経費はどこに書かれていますか。 

 

平成30年度一般会計の決算は28ページ、29ページに記載されています。事業活動

支出計は40,123,305円です。また、特別会計の決算は30ページから32ページです。

事業活動支出計は191,119,245円です。 

この２つの会計の合計231,242,550円が平成30年度の支出の決算になります。 

 

32ページのⅣ予備費支出に書かれている2,674,581円は平成30年度の決算額と６

ページ総括表の226,313,000円の差額ということで良いのでしょうか。 

 

６ページは令和元年度の予算の数字であり、平成30年度の決算額との差額とは一

致しておりません。 

 

管理料収入と補助金が、市が補てんしている金額ですか。 

 

６ページの総括表をご覧ください。令和元年度の予算のうち、管理料収入と補助

金の部分は市から公益財団法人クロスランドおやべに支出している金額ということ

になります。 

 

前年度からの増減の説明をお願いします。 

 

市からの補助総額は、28ページの一般会計決算書中、補助金収入26,000,000円と

30ページの特別会計決算書中、管理料収入47,873,786円と補助金収入96,325,647円

の３つを合計した170,199,433円です。令和元年度の市からの補助総額の見込みは、

一般会計は８ページの26,000,000円、特別会計は10ページの管理料収入46,685,000

円、補助金収入99,902,000円の合計172,587,000円となっています。 

 

今年度予算を組む中で、昨年度の実績がこうだったため今年度はこのようにしま

した、という説明の方が分かりやすいです。 

 

数字の報告だけではなく、予算の増減理由がわかりにくいので、それがわかる資

料があれば良いというご意見だと思います。どうでしょうか。 
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生涯学習文化

課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

スポーツ課長 

 

前田委員 

 

スポーツ課長 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

前田委員 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

スポーツ課長 

次回定例会の時に、もう一度資料を出したいと思います。 

 

 

決算は６月に出ました。予算は昨年の12月に組みます。このことから、平成30年

度の決算を踏まえて令和元年度の予算を組むということは不可能です。決算の予想

をたてて次年度の予算を組んでいます。ですので、決算と今年の予算を比較しよう

とすると、数字が噛み合いません。そのことを踏まえて、次回に資料を見ていただ

ければと思います。予算、決算の書式については地方自治法で決められているもの

ですので変えることはできませんが、補足資料として説明資料を改めて出させてい

ただきたいと思います。 

 

次に「報告事項６ 公益財団法人小矢部市体育協会の経営状況報告について」説

明願います。 

 

（報告事項６「公益財団法人小矢部市体育協会の経営状況報告について」を説明） 

 

説明いただいたのは平成30年度決算ということでよろしかったですか。 

 

平成30年度の決算については９ページからです。また、今年度予算は５ページか

らです。市からの補助が支出の中でどれくらいを占めていたのかということを見た

場合、平成30年度決算の支出総額は65,483,906円でしたが、市から63,143,140円を

補助しており、支出額全体の96.4％を賄っていることがわかります。令和元年度予

算では、支出見込み総額64,471,000円のうち市からの補助金額で賄われている割合

をみますと、利用料金を入れない場合は89.8％、入れる場合は95.3％ということが

わかります。 

 

地方自治法の中で市から基本財産の出資を受けている団体は決算やその経営状況

について議会への報告が義務付けられています。議会報告の出し方としては、それ

ぞれの団体で監査を受け、総代会あるいは評議委員会で認定を受けた書類を提出す

ることになっています。書式はそれぞれの団体で決めることができますので、報告

様式を統一することは難しいですが、今ほどの説明でも分かりにくく思われた箇所

があったと思われますので、決算の様式そのものだけではなく、増減の理由等が分

かる補足資料があれば良いと思います。小矢部市体育協会の経営状況報告について

も次回の定例会に補足資料を出させていたくことにしたいと思います。 

 

この報告は、公益財団法人としてこの定例会で報告されているのですか。 

 

公益財団法人は市に対して決算等を報告し、市はそれを議会へ報告します。教育

委員会の定例会では、議会に報告する事項を事前に協議する役割をもっていますの

で、６月議会で市が議会へ報告する前に、この定例会に対しこのような報告が各法

人から出ています、という報告を所管の課としてさせていただいたということです。

よろしいでしょうか。それでは次に、「報告事項７ 指定管理者の代表者変更につい

て」説明願います。 

 

（報告事項７「指定管理者の代表者変更について」を説明） 
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教育長 

 

 

 

教育センター

所長 

 

教育長 

 

 

教育総務課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問はありませんか。無いようですので、次に

「報告事項８ 市内小中学生の視力経年変化（平成24年度～平成30年度）について」

説明願います。 

 

（報告事項８「市内小中学生の視力経年変化（平成24年度～平成30年度）につい

て」を説明） 

 

ただ今の説明について、ご意見ご質問はありませんか。無いようですので、追加

の報告がありようですので説明をお願いします。 

 

（「川崎市の事件にかかる留意事項等について（通知）」を説明） 

 

市でも取り急ぎ全小中学校に対し、この通知と共に注意喚起を促す予定です。ま

た、この通知にもありますように、見守りが手薄な地域については、警察に要請す

れば重点的にパトロールをすることも可能とのことですので、そのような箇所の有

無と要望も確認することとし、できれば今日付けで各校に通知したいと思っていま

す。 

報告事項は以上で終了とさせていただきます。せっかくの機会ですので、総じて

この機会に何かご意見ご質問はありませんか。無いようですので、本日の日程は全

て終了といたします。 

本日も長時間にわたりありがとうございました。山並みの深い緑に命の力強さを

感じる季節になりました。昨日は学童陸上記録会があり、子ども達の元気に懸命に

走る姿に爽やかな感動を覚えました。子どもたちの成長に大きな期待を寄せると共

に、先生方の日頃の努力に改めて感謝の気持ちをもちました。今、例年のごとく各

校を巡回し校長先生の話を聞くと共に、出来るだけ全ての先生の授業を見させてい

ただいています。子ども達が素直に先生の方を向いて話を聞いている姿が印象的で

した。先生方も興味関心を惹きつける授業をしていただいているなと感じました。

しかし、高学年あるいは中学生の授業で、挙手させる授業ではなく、発問に対して

聞こえたつぶやきの中から正解だけを拾い上げて進めていく授業が少なからず見受

けられました。全員参加の授業に取り組んでいくことが良いのではないかという私

の思いを、また校長会でも伝えていきたいと思っています。 

小中学校統廃合審議会では市民アンケートが取りまとめられたところです。５月

23日の審議会では３時間に及ぶ熱心な討論がなされました。様々な角度から学校の

適正規模・適正配置についての意見があり、それが審議会の場で出される、これが

まさに審議会の大切な役割であると思いました。時間がかかりましたが、いろんな

意見が出されて議論が深まったと思います。今後、保護者との意見交換会、地域と

の意見交換会がありますが、さらに市民の皆さんの意見を直接聞く過程を経て、さ

らに議論が深まることを期待したいと考えています。またその結果としてより良い

形の答申がなされるものと思っています。いよいよ６月議会が始まりますが、教育

の分野でどのようなことが課題となっているのか、そのために何が必要なのかを市

民の皆さんに伝える気持ちで丁寧に対応していきたいと思っています。今後とも皆

様からは様々な角度からご指導をいただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

最後に、次回定例会について事務局より説明をお願いします。 
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教育長 

 

 （説明 次回定例会  令和元年６月28日（金）午前10時） 

 

以上をもって閉会します。 

 

 

 以上、小矢部市教育委員会会議規則第18条第2項の規定により署名する。 

 

   令和  年  月  日     

 

          小矢部市教育委員会 

                      教 育 長 

 

 

                      署名委員 

 

 

                                            作 成 者 


